
  

 
  

 
 

 
 
 
 

人材投資促進税制のＱ＆Ａ 

Ｑ：当社では、本年度に創設されたいわゆ

る人材投資促進税制を活用したいと思ってい

ます。制度が分かる簡単なものはありません

か？ 

 

Ａ：経済産業省が、パンフレットやＱ＆Ａ

をホームページで公開していますので、参考

にしてください。 

【解説】 

人材投資促進税制は、節税効果もあること

から、関心の高いものになっていますが、本

年度に創設された制度ということもあり、詳

細部分での実務的な取扱いが分からないとい

う声もあがっています。そんななか、これに

応えるかのように経済産業省からパンフレッ

トや一歩踏み込んだ内容のＱ＆Ａがホームペ

ージで公開されましたので参考にされるとい

いでしょう。 

アドレスは、次のとおりです。 

http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_se

isaku/jinzaitoushi_zeisei.htm 

そのうち、いくつか紹介しておきます。 

・ 教育訓練の一環として、資格・検定試験を

受験させた場合のその費用は、教育訓練費

に含まれる。 

・ 教育費は、その教材を実際に使用した年度

ではなく、会計上、購入費として計上した

事業年度の教育訓練費として計上するこ

とになる。 

・ 教育訓練費に用いられる教材でも、減価償

却資産になるものについては、原則として

教育訓練費の対象にならない。 
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